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§緒論

家庭生活の合理化が提唱され、家政学の各分

野においても研究がなされてはいるが、今一度、

生活の合理化 とは一体何 を指 しているのか改め

て考 えてみる必要 がある。企業の合理化=家 庭

生活の合理化でもな く、生活の西欧化=家 庭生

活の合理化でも勿論ないはずである。生活の合

理化がともす るとこのように非常 に部分的であ

つたり、狭義の解釈 にもとず くものであったり、

人間の生活の本質 を離れてしまつた時点での便

宜的な、単純な合理化であつたりしてはならな

いはずである。 そこで今回は家庭生活 という限

定 されたところの合理化 について、家庭経営の

立場から検討 してみたいと思 う。

庭 生 活 の諸 現 象 へ の 配 慮 も ま た そ うで あ らね ば

な らな い。 人 間 の生 活 は 常 に固 定 化 した一 定 の

条件 の も とに営 まれ るの で は な く、Nickolと

Dorseyが"ManagementintheFamilyLiving"

(P.72～73)で 述 べ て い る よ うに(下 図参 照)

人 間 は諸 要 素 の相 互作 用 の所 産 で あ り、 これ ら

諸 要素 は また 人 間 に よ っ て作 用 を う け新 しい環

境 を産 み だ す の で あ る。 常 に 人 間 を取 り囲 む外

的 因子 も、 又 人 間 の 中 に内在 す る と こ ろの 内的

因 子 も変 化 し続 け て い る の で あ る。 ま た、 家 庭

管 理 の役 割 に つ い て も その 著 書 の 中 で 、 人 間 的

資 源(能 力 と技 術 、 態度 、 知 識 、 エ ネル ギー)、

非 人 間 的 資 源(時 間 、 金 銭 、 財 貨 と財 産 、社 会

便 宜)を 家 族 的 価 値 実 現 の た め に ま た、家 族 の

§家庭生活の背景
"家政学の究極 の目標 たる「生の維持

」発展の

ために、必然的に生活の全領域 に亘つて関連 し

て くる生理的、心理的、社会的等 と………の諸要

素 を含む諸科学 を如何 に統一 し、独 自の科学 と

して成立せ しめるかの問題が先ず問われねばな

らないのである。(家庭科学第25集家政学の将来

と課題P44)と 松下氏は述べて居られるが、家

目標達成のために諸資源利用の計画、統制 、評

価 を行 うことだとしている(P38)。 ここに掲 げ

られた諸資源 も常に一個人に於て、等質の もの

でなく、その量、質共に変化 しつつあるもので

ある。 また家族集団として考 えるならば構成員

夫々の保有 する資源 も、構成員夫々のもつ背景

的条件又は環境が異るのであり、個 々の主体的

生活 目標 も同一家庭内にあつても必ずしも一致
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するとは限らない。生活の目標 は終局において

幸福の追求であっても、幸福 と感 じる対象 を求

めたとき、その種類は無限である。 またFamily

lifecycleに よって表わされるように、家族 は

夫 と妻 を核 として形成 されるているものであ り、

家族 としての生活上の要求 もその各段階におい

て当然変化するものである。即ち夫婦前期 にお

ける生活の方法や手段が、家族膨張期にそのま

ま移行適用されてよいものでもない。云換 える

ならば、家族構成員数や、年令的な状態の変遷

に伴 って方法や手段が選 らばれなければならな

いはずで、生活主体 である家族の状況 を無視 し

た。家庭の管理はありえないのである。

§社会的慣習

家庭生活は、家族によって方向づけられるば

かりでな く、家庭 をとりまく社会 によって も影

響をうけることは前述の通 りである。社会 には

生活上の慣習があり、我々はこれに従 って生活

を営んでいるのである。社会慣習 とい うものは、

人間が生活 を営む上で存在 している方が好都合

と考 えられ、必要 に応 じて、或る社会 で繰返 し

行 っているうちに慣習 として定着 し、 しかも時

代の変化 にも拘 らず、尚も後 まで続 くことすら

ある。 また交通規制のように社会的秩序を保つ

ために、国家や政府 によって、また夫々の指導

者 によって強制的 に繰返 し行 うことにより、慣

習化 したものもある。 いずれにせ よ、慣習 は社

会生活に便宜 を与 えるために生 じたものではあ

るが、時の経過 と共に人間は慣習に対 し受身の

状態になってしまうものである。慣習は社会生

活を営む上での必要 から発生又は形成されたも

のであるから、個人個人が各々にこの慣習 を現

時点にふ さわしいものに改善 したいと考 えても、

慣習を変 えることは殆 んど不可能である。実際、

社会状態 は常に変化 し、その中での生活 も多 く

面で影響 をうけ変化しているし、その速度は非

常に速 くなっているにも拘 らず、慣習 というも

のは社会 と同等の速度 で変化 してい くものでな

く、徐々に徐々に移 り変ってい くのである。慣

習が宗教的な意義 から生 じたものの場合や、冠

婚葬祭の如 く一定の形式を踏習する安易 さと安

心がある場合、また慣習に断ち難い感情 を抱 く

場合、我々は特 に急激に全 く新 しいものに切 り

替 えることができ難いものである。 またこの慣

習は風土、歴史、社会的な条件によって形成 さ

れたものであるから、特定の慣習は異質な社会

では必ず しも通用 しないものである。即 ち、我

々は集団や社会への帰属意識や連帯感によって

つなが りを持ち、その集団や社会 における思考

方法や価値感 を形成 し、その社会 での道徳や慣

習をまた、習俗や文化 を生み、これによって生

活様式や行動様式 を規制 しているのである。故

に狭い地域における慣習を別の地域に性急に持

ち込むことは生活 に混乱を与えることにもな り

得 る。

§合理化の定義
"最少労費をも

って最大効果 をあげる。 とい

う経済主義 を基盤 として、合理化 を考 えるのが

普通である。 その手段 として科学的管理法が取

り上げられる。F・W・ テーラーやによって基礎

づけられたのであるが、習慣的 に、無意識にま

た無計画に行 われている作業 に対 し、意識的 に

取組み、作業能率の向上 をはかったわけである

るが、作業の標準化が目的であり、この発見の

ために、基礎的な調整 を行 い、事実を客観的 に

把握 し、その事実 に基づいて考 えることが必要

とされる。事実 を離脱 した改善策はあ りえない

のである。H・L・ ガン トはこの点 を特 に強調 し

「単なる意見に基いての行動は、客観的な事実

をふまえ、それにもとつ く行動 と競争 しても勝
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目はまったくない」と提言 しているほどである。

日常の家事労働 に対 してもこの科学的管理法 は

合理化への有効手段であり、家事労働がその研

究対象 となるとき、労作研究、時間研究、工程

管理図表等の研究方法が試み られ、特 にL・M.

Gilbrethに よ り家事労作の研究が深め られた。

このように企業合理化の手法が家庭労働 の改善

に取 り入れられ、労働力の機械化、手段 の変更

による労 力時間の軽減 が積極的に計 られ るよに

至った。現代 の科化技術の進歩は我々の生活資

材 を変え、その 目的達成に大いに貢献 している

のである。また経済生活における合理化は、大

量生産 に伴 うコス ト引下げ、消費者教育 を通 じ

ての商品知識の普及、買物 の仕方の研究 を通 じ

て行 われている。 また慣習や因習に対する合理

化 は、その社会の指導者により或は構成貝自ら

の自発的発言により、積極的 にムダ、ム リ、ム

ラの排除に努力がされている。即ち地方時間の

廃止 という簡単 なものから、冠婚葬祭に至るま

で合理化が試み られている。前者などの地域社

会においても適用可能 なものであるが、後者 は、

個人又は家族集団が帰属する社会が単一でない

ために、一社会集団の申 し合せだけでは合理化

の推進が困難な場合 もある。 しか し、この場合

も不合理 だと考 えられる事実に対 し、その時点

で最 もムダ、ム ラ、ム リが少い方法は何 である

かが検討され、 そこで得 られた結論 が夫々の社

会生活に合理化 という旗印を掲げ、強制力をも

つことになるのである。

§家庭生活 とその合理化

前項で述べた合理化の考 え方は目的達成のた

めの手段 を対象 にしてのみ展開されたのであっ

て、 目的合理的 に行為 をなす とき、その手段 は

一つだけしか許 されないことになるが、あくま

で行為の主体が考慮 されぬ場合においてのみそ

の考 え方は正当だといわねばならない。家庭生

活は構成員の年令、性別が異 り夫々の保有資源、

背景が異 るところに行為 の主体が誰れであるか

を明瞭 にしなければならない。即 ち行為 の主体

によって手段が選択 されるべ きなのである。企

業の場合は適材適所の起用は或 る程度可能であ

るが、家庭生活においては限られた人間で、し

かも家庭の限定された諸資源 をもつて多 くの目

的を達成 しなければならないので、単なる一目

的一手段の法則は必ずしも合理的 といえない。

例 えばA地 点からB地 点に移動する方法は、徒

歩による、自転車 を使用する、タクシー 壷使用

する、電車を利用する、或は幾つかの手段 を組

合せ る等々、この中から最 も合理的 と考 える方

法 を選択するとき、行為主体の体力、経済力、

時間的制限等の諸条件が考慮された結果 による

ものでなけれぼ、不合理 となるのである。合理

性 が家庭生活の範疇 で求め られ るとき、家庭

生活のその時点における目的 を知 らなければな

らない筈 である。幼児期の子供のある家庭では

その年令にあつた子供の躾の必要があり育児が

その時期の大切 な目的であるとするならば能率

の原則に反しても、育児を優先 させる必要 に直

面する。例 えば玩具の片づけという作業 は母親

が行 えば短時間のうちに整頓されるであろうが

幼児が行 えば時間 もか ・りしかもそので き栄え

は必ず しも十分ではないか も知れないし、その

間母親が幼児の行動 を見守つていなければなら

ない場合である。能率のみ追求するならば当然

・母親が片づけを行つた方が合理的であるが、育

児の面からみるならば不合理 といわざるを得な

いのである。 このように生活の中の一行為 も、

常に普遍的妥当性 を有す るのでなく、立脚する

ところの諸条件や明確化 された目的を通 しての

み意義づけられるのである。
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また我々の生活がしば しば欧米諸国のそれと

対比 し合理性が云々されるのであるが、この場

'合認識の方法 どして単に理論科学的な立場のみ

でな く、歴史科学 の立場 をとる必要 がある。 さ

もな くば地理的、歴史的 な条件 を無視すること

にな り、各々の生活文化の推移 を見失 い、安易

な比較に終 り、祖先 が長 い歴史 を通 して遺 して

くれた文化的遺産 を正当に評価 し得 なくなる。

生活文化の所産である生活の知恵は、生活 を通

してのみ知 り得た合理的な方法が数多 くあるこ

とを我々億知 らねばならない筈 である。

§結論

家庭生活の主体は家族個人であ りまたその家

族集団であるので個々の人生観や信念が独善的

な主観 となり生活 を支配する危険性が生 じるの

は事実であるが、 日常の生活が、物的な環境 に

のみ依存して営まれるのでな ぐ、生活主体 であ

る個人又は家族集団の生活理念によつて営 まれ

ているので、生活全体の客観的統一が常に配慮

されなければならない。生活の合理化 もこの意

味からして物的合理化のみを追求することは片

手落ちと云わざるを得 ない。そこで、一般通念

としての生活の合理化が、労力の機械化であつ

たり、電化であつたり、インスタン ト化であつ

たり、虚礼廃止の旗 印のもとに交際の極度 の縮

小であつた りするが、この場合、部分的なしか

も個々の事象が独立分離 された形で合理性 を求

めたことになる。部分的合理化 は隣接の生活関

連諸科学か ら必要部分 を取 り出し行為の最終的

部分のみを対象に行つたにすぎず、盲人が象 を

手でさわって象 とはこの ようなものと理解 した

のと同じあや まちをしていることになる。断片

的な、近視眼的な合理化策は生活 という内外共

に常 に流動 している条件 のもとでは混乱の原因

ともな りうるのである。野口氏が"能 率二乗の

法"の 中 で 「能 率 とい う こ とを 、 そ の場 限 りの

短 期 的 な もの と考 え た くあ りませ ん。 長 い 目 で

み て 、 その 総 体 的 な能 率 が あ が る こ と を 目途 と

し た い も の で す 、」と述 べ て い る が 、家 庭 生 活 の

合 生 性 も常 にFamilylifecycllの 中 で検 討 され 、

ま たGrossが 家 庭 経 営 をモ ビー ル に た とえ た如

く、(ManagementforModernFamilies.P.4)

生 活 の 中 に包 含 さ れ る す べ て の もの が関 連 を も

つ て存 在 し、 互 に影 響 を 及 ぼ し合 つ て い る こ と

の 理 解 を し、 目的 に対 す る手 段 の選 択 に慎 重 さ

を必 要 とす る。 時 と し て合 理 化 即 生 活 の 目的 の

よ うに考 え られ るの で あ る が これ は あ くま で手

段 で あ り 目的 そ の もの で は な い の で あ る。 合 理

化 を 目的 とす る な らば 合理 化 さ れ た 方法 に満 足

し、 合 理 化 の結 果 得 られ る も のへ の 配 慮 が な さ
,.,.,,,,

れ な い と し た な ら ば 、 こ れ は 生 活 が 合 理 化 さ れ

た と は 判 定 し え な い の で あ る。 手 段 と 目 的 の 転

位 に よ る 無 効 も生 活 の 中 で は 非 常 に 多 い の で あ

る。 そ こ で 生 活 の 合 理 化 を考 え る と き 、 個 々 の

Caseに 対 す る意 思 決 定 のProcessが 家 政 学 的

見 地 か ら 常 に検 討 さ れ 、 妥 当 化 さ れ て は じ め て

有 効 化 さ れ る の で あ る 。
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